
 

【訪問介護事業所】                ※令和 4 年 10 月 1 日現在 

 

◎具体的な利用料は、次の通りです。※法の改正により変更される場合があります。 

利用料はサービスの内容・利用する時間帯・利用する時間の長さによって異なります。

利用者に自己負担していただく目安の金額は下記の通りです。 

 

【介護給付】（訪問介護員1人１回のご利用額です。） 

１割負担の場合 

種  類 時 間 利用料 種  類 時 間 利用料 

身体介護１ 30分未満 337円 生活援助２ 45分未満 247円 

身体介護２ １時間未満 533円 身体1・生活1 75分未満 427円 

 

２割負担の場合 

種  類 時 間 利用料 種  類 時 間 利用料 

身体介護１ 30分未満 674円 生活援助２ 45分未満 494円 

身体介護２ １時間未満 1,066円 身体1・生活1 75分未満 854円 

 

３割負担の場合 

種  類 時 間 利用料 種  類 時 間 利用料 

身体介護１ 30分未満 1,011円 生活援助２ 45分未満 741円 

身体介護２ １時間未満 1,599円 身体1・生活1 75分未満 1,281円 

☆標記の金額は１回あたりの目安を表示したものです。1 ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数

処理の関係で差異が生じる場合があります。 

☆標記の金額には事業所加算（Ⅱ）10％、処遇改善加算(Ⅰ)13.7％、特定処遇改善加算（Ⅰ）6.3％、ベー

スアップ等支援加算2.4％が含まれております。 

☆早朝（6:00～8:00）夜間（18:00～22:00）は25％増 

☆２人の訪問介護員が共同でサービスを行う必要がある場合、ご契約者の同意の上で、通常の料金の２倍の

金額をいただきます。 
 

 

【第１号訪問事業】（ご利用額） 

・訪問型サービス（独自） 

１割負担の場合 

 サービス内容 介護区分 利用額 

月 

額 

訪問型サービス費（Ⅰ） 週1回程度で月4回を超えた場合 事業対象者 

要支援1・2 

1,439円/月 
訪問型サービス費（Ⅱ） 週2回程度で月8回を超えた場合 2,875円/月 
訪問型サービス費（Ⅲ） 週2回を超える程度で月12回を超えた場合 事業対象者・要支援2 4,562円/月 

一
回
単
価 

訪問型サービス費（Ⅳ） 週1回程度で月4回以内 事業対象者 

要支援1・2 

328円/回 
訪問型サービス費（Ⅴ） 週2回程度で月8回以内 333円/回 
訪問型サービス費（Ⅵ） 週2回を超える程度で月12回以内 事業対象者・要支援2 351円/回 

 

 



 

２割負担の場合 

 サービス内容 介護区分 利用額 

月 

額 

訪問型サービス費（Ⅰ） 週1回程度で月4回を超えた場合 事業対象者 

要支援1・2 

2,878円/月 
訪問型サービス費（Ⅱ） 週2回程度で月8回を超えた場合 5,750円/月 
訪問型サービス費（Ⅲ） 週2回を超える程度で月12回を超えた場合 事業対象者・要支援2 9,124円/月 

一
回
単
価 

訪問型サービス費（Ⅳ） 週1回程度で月4回以内 事業対象者 

要支援1・2 

656円/回 
訪問型サービス費（Ⅴ） 週2回程度で月8回以内 666円/回 
訪問型サービス費（Ⅵ） 週2回を超える程度で月12回以内 事業対象者・要支援2 702円/回 

 

３割負担の場合 

 サービス内容 介護区分 利用額 

月 

額 

訪問型サービス費（Ⅰ） 週1回程度で月4回を超えた場合 事業対象者 

要支援1・2 

4,317円/月 
訪問型サービス費（Ⅱ） 週2回程度で月8回を超えた場合 8,625円/月 
訪問型サービス費（Ⅲ） 週2回を超える程度で月12回を超えた場合 事業対象者・要支援2 13,686円/月 

一
回
単
価 

訪問型サービス費（Ⅳ） 週1回程度で月4回以内 事業対象者 

要支援1・2 

984円/回 
訪問型サービス費（Ⅴ） 週2回程度で月8回以内 999円/回 
訪問型サービス費（Ⅵ） 週2回を超える程度で月12回以内 事業対象者・要支援2 1,053円/回 

☆標記の金額は１回あたりの目安を表示したものです。1 ヶ月の合計で計算した場合、小数点以下の端数処理の

関係で差異が生じる場合があります。 

☆標記の金額には処遇改善加算(Ⅰ)13.7％と特定処遇改善加算（Ⅰ）6.3％、ベースアップ等支援加算2.4％が含ま

れております。 

 

【その他の加算】 

初回加算 

新規に訪問介護計画を作成し、初回訪問にサービス提供責任

者が訪問介護・第1号訪問事業を行った場合 

1割負担 200円 

2割負担 400円 

3割負担 600円 

緊急時 

訪問加算 

居宅サービスにない緊急な要請に対して、ケアマネ ジャー

が必要と認め、緊急に訪問介護を行った場合(身体介護) 

1割負担 100円 

2割負担 200円 

3割負担 300円 

生活機能向上

連携加算（Ⅰ） 

理学療法士等から助言(ｱｾｽﾒﾝﾄ･ｶﾝﾌｧﾚﾝｽ)を受けることができ

る体制を構築し、助言を受けた上で、サービス提供責任者が

生活機能向上を目的とした訪問介護計画を作成した場合 

1割負担 100円 

2割負担 200円 

3割負担 300円 

生活機能向上

連携加算（Ⅱ） 

理学療法士等による訪問リハビリテーション実施時にサービ

ス提供責任者も訪問して共同で訪問介護計画を作成した場合 

1割負担 200円 

2割負担 400円 

3割負担 600円 

 

※次の場合は自己負担が生じます。 

①介護認定の結果、自立（非該当）となった場合、認定前に提供されたサービスにかか

る利用料 

②要介護認定の結果、認定前に提供されたサービス内容が、認定後の区分支給限 

度額を上回った場合の差額分 

③通常実施地域以外の地域に住み、当事業所を利用する場合の交通費等 

（サービス利用料とともに１ヶ月毎の支払 ※片道１ｋｍ当たり２３円） 


